
保健だより NO.８           
９月９日は救急の日です。救急の日は、１９８２年に厚生労働省によって制定され、けがや体

調不良時の応急手当について、また、救急医療の大切さを考える日とされています。保健室で

は、軽微な擦り傷や打撲による来室が目立ちます。けがの理由の多くは、不注意によるけがです。

中間テストが終われば、体育祭の取組も始まります。周りをよく見てけがの予防に努めるとともに、

けがをしても落ち着いて自分でできる手当てをして保健室へ来室するようにしましょう。 

さて、今年度も、夏休みの期間を活用し、日本赤十字・京都支部の方々を招き、本校職員で AED（自動体外式除

細動器）を使用した救急法の講習を受けました。講習では、胸骨圧迫や AED の使用方法について実践的な学びを

深めました。一人ひとりが安心・安全に過ごせるように皆で意識を高めましょう！以下は研修の様子です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 応急手当の方法・・・こんなときは、どうする？？ 

 

 
⇒水道水でよく洗う     ⇒小鼻をおさえて下を向く   ⇒動かさない、冷やす  ⇒動かさない、冷やす 
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